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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
広
域
自
薦

登
録
保
障
協

会

東
京
都
小
平
市
花

小
金
井
南
町
一
丁

目
二
六
の
三
〇
パ

ラ
シ
オ
一
〇
二
号

室

訪
問
介
護

青
森
パ
ー
ソ

ナ
ル
ア
シ
ス

タ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

青
森
市
金
沢
三
丁

目
二
五
の
一
五

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ケ
ア

青
森
市
松
森
一
丁

目
九
の
六

訪
問
介
護

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ケ
ア

青
森
市
松
森
一
丁

目
九
の
六

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
メ
デ

ィ
ケ
ア

青
森
市
松
森
一
丁

目
九
の
六

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ケ
ア

青
森
市
松
森
一
丁

目
九
の
六

平
成

��

･

�･

��

め
ぐ
み
介
護
・

福
祉
事
業
株
式

会
社

青
森
市
桜
川
七
丁

目
一
一
の
一
一

め
ぐ
み
介
護
支
援

事
業
所

青
森
市
桜
川
七
丁

目
一
一
の
一
一

〃
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青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
尚

志
会

十
和
田
市
大
字

相
坂
字
高
清
水

七
八
の
四
五
〇

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
八

戸
在
宅
ク
リ

ニ
ッ
ク

八
戸
市
大
字
岩

泉
町
七

平
成

��

･

�･

�

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二

丁
目
六
の
二
七

は
る
が
丘
介

護
支
援
セ
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タ
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上
北
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六
戸
町

大
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犬
落
瀬
字

堀
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五
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四

��･

�･

�

〃

社
会
福
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法
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�･
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又
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特
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非
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録
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青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

弘
前
市
大
字
�
木
字
用
田
一
八
一
の
三

小
野

健
嗣

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
大
字
�
木
字
用
田
一
八
一
の
三

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
日
を
も
っ
て
青
森
県
収

入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

五
所
川
原
市
字
布
屋
町
二
九

鶴
谷

ヤ
ナ

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｉ.

Ｎ.

Ｐ

二

代
表
者
の
氏
名

成
田

郁
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
本
町
村
元
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
二
〇
〇
三
三
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

前
記
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
八
条
第
十
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
や
ま
と
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

美
雪

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目
五
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
二
〇
〇
一
四
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

前
記
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
八
条
第
十
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
�
田
村
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

東
青
地
域
県
民
局
長

武

田

哲

郎

一

事
業
名

基
盤
整
備

二

地
区
名

阿
弥
陀
川
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
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